
事 務 連 絡 

平成２ 7 年２月２日 

 

各地方農政局水利整備課長 殿 

内閣府沖縄総合事務局土地改良課長 殿 

 

水資源課 課長補佐（水利資源利用推進班） 

 

平成 26 年地方分権改革に関する提案への対応について 

 

地方分権改革については、４次にわたる地方分権一括法等により、地方公共団体への事

務・権限の委譲や義務付け・枠付けの見直し等が進められてきました。 

平成 26年においては、地方の発意に根差した新たな取組を推進することとして、地方公

共団体等から地方分権改革に関する提案を広く募集する方式（提案募集方式）が導入され

ています。 

これまで、地方分権改革有識者会議、提案募集検討専門部会、農地・農村部会等で議論

が重ねられ、平成 27 年１月 30 日に対応方針が閣議決定されました。別添のとおり、農業

用ダムの貯水の目的外使用に関する事項が盛り込まれています。 

つきましては、提案内容への対応について、都道府県に周知するとともに、都道府県か

ら関係する市町村及び土地改良区に周知されるよう依頼願います。 

 

 

資料１ － 閣議決定文 

資料２ － かんがい排水事業に係る提案事項 

資料３ － 補助金返還を要しない旨規定した通知文書 



 
 

  資料１ 

 

平成 26 年の地方からの提案等に関する対応方針（抜粋） 

（平成 27 年１月 30 日閣議決定） 

 

 

義務付け・枠付けの見直し等 

農業生産基盤整備事業（かんがい排水事業） 

かんがい排水事業で整備した農業用ダムの貯水の使用については、営農飲雑用水な

ど補助対象財産の本来の目的の外であっても、地域活性化に資する目的での使用で

あって、地方公共団体等に収益が生じない限り、補助金の返還を伴わないことを、地

方公共団体に通知する。 
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資料３

、 （ ）補助事業等により取得し 又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について 抜粋

平成20年5月23日20経第385号大臣官房経理課長通知）（

（趣旨）

第１条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下

「法」という ）第22条に基づく農林水産大臣の承認の基準については、この通知に。

定めるところによる。

（定義）

第２条 この通知において、用語の定義は、法の規定によるほか、次の各号に定めると

ころによる。

一 補助対象財産 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で、補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）第13条各号

に定めるものをいう。

二 処分制限期間 農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18号）

第５条で定める処分の制限を受ける期間又は減価償却資産の耐用年数に関する省令

(昭和40年大蔵省令第15号）に定める耐用年数に相当する期間をいう。

三 財産処分 補助対象財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。

（財産処分に係る承認申請等）

第３条 補助対象財産の所有者が、処分制限期間内に財産処分をしようとするときは、

補助事業者等は、財産処分承認申請書（別紙様式第１号）により、農林水産大臣（法

第26条第１項の規定に基づき、事務委任された各地方農政局長、北海道農政事務所長

又は内閣府沖縄総合事務局長を含む。以下同じ ）に申請し、その承認を受けなけれ。

ばならない。

２ 農林水産大臣は、前項の承認をするときは、別表１の処分区分の欄に掲げる内容に

応じて、それぞれに対応する承認条件を付した上で承認を行うものとする。

（地方公共団体が所有する長期利用財産に係る承認申請等）



別表１（第３条関係）

処 分 区 分 承認条件 国庫納付額 備 考

目的外 補助事業を 国庫納付 目的外使用部分に対する残存簿価又 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさな

使用 中止しない （ただし、備考 は時価評価額のいずれか高い金額に い範囲内で 補助対象財産の遊休期間 農、 （

場合 の場合は国庫納 国庫補助率を乗じた金額を国庫納付 閑期等当該補助対象財産を使用しない期

付は不要とし、 する。なお、許認可等を受け、補助 間をいう。以下同じ ）内に一時使用す。

当該財産の利用 対象財産の未活用部分の目的外使用 る場合、承認までに他の法令に基づく許

状況を報告する により生じる収益（収入から管理費 認可等を受けることが明らかであり、補

こと（注１ ） その他に要する費用を差し引いた 助対象財産が有する本来の能力の未活用）

額）に国庫補助率を乗じた金額を国 部分について、収益を得ることなく使用

庫納付する。 する場合（注３）又は自己の責任におい

て当該補助対象財産と同等の機能を有す

る他の財産を新たに確保し、補助条件を

承継する場合は、国庫納付を要しない
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